
 

 

 

 

 

平 成 １９ 年 
 

 

 

 

 

厚木愛甲環境施設組合議会第２回定例会会議録 
 

 

 

 



-1- 

平成19年厚木愛甲環境施設組合議会第２回定例会 

平成19年８月27日（月）午前10時00分開会 

 

 

出 席 議 員  13 人 

 

 １番      太  田     洋 

 ２番      釘  丸  久  子 

 ３番      沼  田  幸  一 

 ４番      石  井  恒  雄 

 ５番      髙  田     浩 

 ６番      寺  岡  ま ゆ み 

 ７番      越  智  一  久 

 ８番      井  上  博  明 

 ９番      熊  澤  俊  治 

 10番      中  山  民  子 

11番      水  越  恵  一 

 12番      落  合  圏  二 

 13番      岩  澤  敏  雄 

 

 

                               

 

欠 席 議 員  なし 
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説明のための出席者   管 理 者 小  林  常  良 

 副 管 理 者 山  田  登 美 夫 

 副 管 理 者 大  矢  明  夫 

 副 管 理 者 都  髙     泉 

 会 計 管 理 者 井  上  逸  子 

 事 務 局 長 小 野 澤  正  已 

 事 務 局 次 長 竹  下  勝  久 

 会 計 課 長 長  野     勝 

 

                               

 

事 務 局 出 席 者 書         記 内  田  幸  喜 

 書         記 吉  崎  直  幸 
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議 事 日 程 

 

１ 議長の選挙 

２ 議席の指定 

３ 会期の決定 

４ 議会運営委員の選任 

５ 議会運営委員会の調査事件について 

６ 一般質問 

番号 質  問  者 質  問  の  件  名 頁 

１ 井 上 博 明

(1) 広域ごみ処理施設整備事業について 

 ア 今後の整備事業のスケジュールなどについて 

  (ｱ)中間処理施設候補地が未決定で推移していますが、

今後の見通しについて 

  (ｲ) 中間処理施設候補地が未決定で同事業の見直し、ま

た、関係自治体の既存焼却処理施設状況などを考慮

し、施設稼働目標年度の明確化について 

  (ｳ) 施設候補地が未決定の中にあって、今後の事業に当

たっての派遣職員体制の見直しについて 

７ 

２ 髙 田   浩

(1) ごみ処理広域化について 

 ア 施設規模について 

  (ｱ) ごみの量に応じて施設規模の見直しはあるか 

 イ 附帯施設について 

  (ｱ) 中間処理施設に合わせて附帯施設も設けるのか 

 ウ 基本構想について 

  (ｱ) 三市町村の住民へどのように説明するのか 

11 

 

７ 議案第５号  平成18年度厚木愛甲環境施設組合会計歳入歳出決算について 

８ 議案第６号  平成19年度厚木愛甲環境施設組合会計補正予算（第１号） 

９ 議案第７号  厚木愛甲環境施設組合情報公開条例及び厚木愛甲環境施設組合個人情報

保護条例の一部を改正する条例について 

10 議案第８号  監査委員の選任について 

11 議員派遣について 

 

                               

 

議 長 諸 報 告 

 

 ３月26日 厚木愛甲環境施設組合監査委員から、監査結果報告があった。 

       例月出納検査結果報告（２月分） 

 ４月20日 落合圏二議員及び岩澤敏雄議員から組合議会議員辞職願が提出され、４月30日付

けで許可した。 

 ４月25日 厚木愛甲環境施設組合監査委員から、監査結果報告があった。 

       例月出納検査結果報告（３月分） 
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 ５月１日 議会運営委員の選任について議長が清川村選出議員の岩澤敏雄議員を指名した。 

 ５月30日 厚木愛甲環境施設組合監査委員から、監査結果報告があった。 

       例月出納検査結果報告（４月分） 

 ６月29日 厚木愛甲環境施設組合監査委員から、監査結果報告があった。 

       例月出納検査結果報告（５月分） 

 ７月10日 中山民子議員、水越恵一議員、岩澤敏雄議員から組合議会運営委員会委員辞任願

が提出され、７月31日付けで許可した。 

 ７月26日 厚木愛甲環境施設組合監査委員から、監査結果報告があった。 

       例月出納検査結果報告（６月分） 

 ８月13日 厚木愛甲環境施設組合管理者から、平成19年厚木愛甲環境施設組合議会第２回定

例会招集通知があった。 

 同  日 厚木愛甲環境施設組合管理者から、平成19年厚木愛甲環境施設組合議会第２回定

例会提出議案の送付があった。 

         議案第５号～第７号   ３件 

 同  日 厚木愛甲環境施設組合管理者に対し、説明員の出席を要求した。 

 ８月22日 厚木愛甲環境施設組合管理者から、平成19年厚木愛甲環境施設組合議会第２回定

例会追加提出議案の送付があった。 

         議案第８号       １件 

 

                               

 

本日の付議事件 

 

 １ 

 ～  議事日程に同じ 

 ３ 

 

   副議長辞職の件 

   副議長の選挙 

 

 ４ 

 ～  議事日程に同じ 

 11 

 

   継続調査の承認について 

 

                               
 

日程 
追加 
日程 
追加 

日程 
追加 
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○熊澤俊治副議長 おはようございます。議

員諸公、そして管理者、副管理者、事務局の

職員の皆さん、早朝より大変ご苦労さまでご

ざいます。私、本議会の副議長の熊澤でござ

います。地方自治法第106条第１項の規定に

よって、副議長が議長の職務を行います。何

とぞよろしくお願い申し上げます。 

 ただいまの出席議員は13人で定足数に達し

ております。 

 ただいまから平成19年厚木愛甲環境施設組

合議会第２回定例会を開会いたします。 

 この際、議事の進行上、厚木市議会選出議

員及び清川村選出議員については仮議席を指

定いたします。仮議席は、ただいまご着席の

議席を指定いたします。 

 

○熊澤俊治副議長 日程１「議長の選挙」を

行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきまし

ては、地方自治法第118条第２項の規定によ

って指名推選とすることにご異議ありません

か。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって選挙の方法

は指名推選によることに決しました。 

 お諮りいたします。指名の方法については

副議長が指名することにご異議ありません

か。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって副議長が指

名することに決定いたしました。 

 本組合議長に太田洋議員を指名いたしま

す。 

 お諮りいたします。ただいま副議長が指名

いたしました太田洋議員を議長の当選人と定

めることにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よってただいま指

名いたしました太田洋議員が議場におられま

すので、本席から会議規則第31条第２項の規

定により告知いたします。 

 それでは、新議長からごあいさつがありま

す。 

○太田 洋新議長 皆さん、おはようござい

ます。ただいま議員の皆様方のご推挙により

まして厚木愛甲環境施設組合議長を拝命いた

しましたことは、この上ない光栄なことと感

謝申し上げる次第でございます。 

 ごみ処理の広域化につきましては、建設候

補地やその他多くの問題が山積している今

日、その責任の重さを今十分身にしみて感じ

ているところでございます。今後におきまし

ては、厚木愛甲環境施設組合の発展のために

全身全霊を傾けて取り組んでまいりたいと考

えておりますので、議員の皆様、理事者の皆

様のご支援とご協力を切にお願いし、就任の

あいさつとさせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

○熊澤俊治副議長 以上で私の議長としての

務めが終わりましたので、新議長と交代いた

します。 

 それでは太田洋議長、議長席にお着きくだ

さい。 

   （太田議長、議長席に着く） 

○太田 洋議長 本日の議事日程は、お手元

に配付してあります日程表のとおりでありま

す。 

 

○太田 洋議長 日程２「議席の指定」を行

います。 

 厚木市議会及び清川村議会から選挙により

新たに選出された議員の議席について、会議

規則第３条第２項の規定により議長が指定い

たします。 

 議席番号と氏名を書記に朗読させます。 

○内田幸喜書記 朗読いたします。 

   １番  太田 洋議員 

   ２番  釘丸久子議員 

   ３番  沼田幸一議員 

   ４番  石井恒雄議員 

   ５番  髙田 浩議員 

   ６番  寺岡まゆみ議員 

   ７番  越智一久議員 

   12番  落合圏二議員 

   13番  岩澤敏雄議員 

 以上であります。氏名標をお立て願いま
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す。 

○太田 洋議長 ただいま朗読いたしました

とおり議席を指定いたします。 

 ここで、会議規則第78条の規定によって、

本定例会の会議録署名議員を議長から指名い

たします。越智一久議員、井上博明議員にお

願いいたします。 

 議長の諸報告は、お手元に配付のとおりで

ありますので、ご了承願います。 

 

○太田 洋議長 日程３「会期の決定」を議

題とします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本

日１日とすることにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって本定例会の

会期は本日１日と決定いたしました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

     午前10時07分  休憩 

    （熊澤俊治副議長退席） 

 

     午前10時07分  開議 

○太田 洋議長 再開いたします。 

 ただいま熊澤俊治副議長から副議長の辞職

願が提出されました。 

 お諮りいたします。この際、「副議長辞職

の件」を日程に追加し、議題とすることにご

異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よってこの際、本

件を日程に追加し、議題とすることに決しま

した。 

 

○太田 洋議長 「副議長辞職の件」を議題

とします。 

 まず、その辞職願を書記に朗読させます。 

       （書記朗読） 

「      辞 職 願 

 今般、一身上の都合により副議長を辞職

したいので、許可されるよう願い出ます。 

 平成19年８月27日 

 厚木愛甲環境施設組合議会副議長 

              熊澤俊治印 

 厚木愛甲環境施設組合議会議長殿   」 

○太田 洋議長 お諮りいたします。熊澤俊

治副議長の副議長の辞職を許可することにご

異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって熊澤俊治副

議長の副議長の辞職を許可することに決しま

した。 

     （熊澤俊治議員復席） 

 

○太田 洋議長 お諮りいたします。ただい

ま副議長が欠員となりましたので、この際、

「副議長の選挙」を日程に追加し、選挙を行

うことにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よってこの際、本

件を日程に追加し、選挙を行うことに決しま

した。 

 

○太田 洋議長 「副議長の選挙」を行いま

す。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきまし

ては、地方自治法第118条第２項の規定によ

って指名推選とすることにご異議ありません

か。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって選挙の方法

は指名推選によることに決しました。 

 お諮りいたします。指名の方法については

議長が指名することにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議長が指名

することに決定いたしました。 

 本組合副議長に岩澤敏雄議員を指名いたし

ます。 

 お諮りいたします。ただいま議長が指名し

ました岩澤敏雄議員を副議長の当選人と定め

ることにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よってただいま指

名いたしました岩澤敏雄議員が議場におられ

ますので、本席から会議規則第31条第２項の

規定により告知いたします。 
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 それでは、新副議長からごあいさつがあり

ます。 

○岩澤敏雄新副議長 おはようございます。

ただいま厚木愛甲環境施設組合議会の副議長

にご推挙いただきました岩澤でございます。 

 ごみ処理施設の建設という重大な事業を担

う組合議会の副議長として、責任の重大性を

痛感しておるところでもございます。今後に

おきましては、太田議長を補佐しまして議会

運営の円滑な推進に努めてまいりたいと存じ

ます。議員の皆様方並びに理事者の皆様方の

ご指導、ご鞭撻をお願い申し上げまして、簡

単でございますけれども、あいさつとさせて

いただきます。よろしくお願いします。 

○太田 洋議長 前副議長からごあいさつが

あります。 

○熊澤俊治前副議長 副議長在任中は、皆さ

んのご協力を賜りまして大過なく職務を遂行

することができました。これもひとえに議員

の皆様並びに理事者の皆さんのおかげであり

まして、心から感謝を申し上げる次第であり

ます。 

 微力でありますが、１年間、議長の補佐役

といたしまして円滑な議会運営に精いっぱい

努力をさせていただいたところでございま

す。改めまして、議員の皆さん、理事者の皆

さんにご支援、ご協力をいただきましたこと

を厚く御礼を申し上げ、また今後ともよろし

くご指導、ご鞭撻を賜りますようお願いを申

し上げまして、退任のあいさつにかえさせて

いただきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 

○太田 洋議長 日程４「議会運営委員の選

任」を行います。 

 本件については、委員会条例第４条の規定

によって議長が指名します。 

 議会運営委員 

  釘丸久子議員  石井恒雄議員 

  寺岡まゆみ議員 越智一久議員 

  中山民子議員  水越恵一議員 

  落合圏二議員 

 以上の７人であります。 

 

○太田 洋議長 日程５「議会運営委員会の

調査事件について」を議題とします。 

 お諮りいたします。本件につきましては、

お手元に配付してありますとおり調査を願う

ことにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よってそのように

決しました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

     午前10時13分  休憩 

 

     午前10時23分  開議 

○太田 洋議長 再開いたします。 

 休憩中に議会運営委員会が開かれ、正副委

員長の互選の報告がありました。書記に報告

させます。 

○内田幸喜書記 ご報告いたします。 

 議会運営委員会委員長  石井恒雄議員 

       副委員長  水越恵一議員 

 以上です。 

 

○太田 洋議長 日程６「一般質問」を行い

ます。 

 通告に従い、順次質問を許します。井上博

明議員。 

○８番 井上博明議員 それでは一般質問を

行います。既に通告をしてありますので、順

次行きます。 

 まず、ごみの処理整備計画事業全般という

ことになろうかと思いますけれども、まず１

点目、中間処理施設の候補地がまだ未決定で

推移をしているということで、当初の事業が

大きくおくれる要因になっているわけです

ね。今後の見通しについてまず伺っておきた

いと思います。 

 ２点目は、やはり中間処理施設が未決定

で、この事業そのものの見直し、また、関係

自治体の既存の焼却施設、大分修繕しながら

稼働している状況があります。こうした状況

を考慮して、当初、平成24年という稼働目標

が現時点では大幅にずれ込む状況があるわけ

ですけれども、再度この目標年度を明確にし
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て取り組んでいかなくてはならないのではな

いかと思います。この点について伺っておき

たいと思います。 

 ３点目は、施設候補地が未決定の中にあり

まして、今後の事業の見直し等も必要であり

ます。現時点ではさほど、候補地が決まらな

い中にありまして、大きな事業等はないよう

に見受けられます。現行の職員体制の見直し

が必要ではないかと。合理的な組合運営が求

められていると思いますので、この点につい

て伺っておきたいと思います。 

○小林常良管理者 おはようございます。広

域ごみ処理施設整備事業について、今後の整

備事業のスケジュールなどについて、今井上

議員からご質問をいただきました。中間処理

施設候補地が未決定で推移をしていますが、

今後の見通しについてとのお尋ねでございま

す。 

 ご承知のとおり、中間処理施設建設候補地

につきましては、神奈川工科大の棚沢運動場

を建設候補地に選定したとの報告を厚木市か

ら平成17年６月28日に受け、はや２年有余が

経過しております。この間、組合といたしま

しても厚木市と連携を図り、地元住民の方々

のご理解を得るべく努力してまいりました

が、結果としてご理解を得られていない状況

でございます。したがいまして、現時点では

今後の見通しが立っていないのが実情であり

ますが、早期に決定がなされますよう、組合

といたしましても厚木市と十分連携を図りな

がら努力を重ねてまいりたいと存じておりま

す。 

 次に、中間処理施設候補地が未決定による

同事業の見直し、また、関係自治体の既存焼

却処理施設の状況などを考慮し、施設稼働目

標年度の明確化についてとのお尋ねでござい

ますが、中間処理施設の建設候補地選定の関

係から、ごみ処理広域化基本計画に定めた平

成24年度の一般廃棄物（ごみ）の共同処理開

始が困難な状況でございますので、新たな目

標年度の設定につきまして、今後、厚木市及

び愛川町の既存施設の状況等を考慮し、構成

市町村と協議をしてまいりたいと存じます。 

 次に、施設候補地が未決定の中にあって、

今後の事業に当たっての派遣職員体制の見直

しについてとのお尋ねでございますが、派遣

職員数につきましては、一般廃棄物（ごみ）

の共同処理に係る経費の負担及び派遣職員に

関する覚書により、平成19年度は、派遣職員

総数が13名となっておりますが、中間処理施

設の建設候補地選定の関係により当初想定い

たしました事務量に達していないため、現状

では覚書より５名少ない８名体制で組合運営

を行っております。 

 主な事務につきましては、組合議会事務、

監査事務など年間を通じての事務のほか、施

設整備基本構想策定に伴う住民説明会の開催

事業や、本年度中に神奈川県へ提出いたしま

すごみ処理広域化実施計画の策定、また最終

処分場整備に関する地元対策委員会との調整

など、組織運営から施設計画に至るまで、多

様な事務処理が求められる状況にあります。

したがいまして、当面は現体制で組合運営を

行っていきたいと考えておりますので、よろ

しくご理解をいただきたいと存じます。 

 以上でございます。 

○８番 井上博明議員 管理者から答弁があ

りまして、候補地につきましては、組合と厚

木市と連携して早期に決定をしていきたい旨

の答弁だったというふうに思います。 

 そこで、先般、全員協議会が行われまし

て、副管理者の方から、８月11日、棚沢地区

の方々との話し合いが記者会見が行われて以

来初めて持たれたということで、その話し合

いの内容についてるるご説明がありました。

地元の意向としては白紙撤回の意思が非常に

強く、厳しい状況でもあったということで、

地元の意思が確認をできたと。そしてもう１

度考えてみたいということで、地元の白紙撤

回というご意向は持ち帰っていきたいという

ご説明があったわけです。 

 そこで、組合としてこの候補地をどうのこ

うのというのはなかなか難しい部分があろう

かと思いますね。厚木市が当然担当している

わけですけれども、そこで、現在の候補地で

ある棚沢地区のほかに、新たな候補地の選定
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について、こうした地元の説明会を受けて、

この辺についてはどう……。この組合と厚木

市の連携がなければこれもまた進みませんの

で、こうした新たな候補地の選定についてお

考えがあるのかどうか、伺っておきたいと。 

○小野澤正已事務局長 ただいまご質問いた

だきました候補地の選定という関係でござい

ますけれども、これは議員ご承知のように、

候補地の選定は、広域化を進める中で、構成

市町村の、今ですと厚木市と清川村さんの役

割分担ということになっておりますので、組

合としては、この件についてはお答えするこ

とができないという立場でございますので、

ぜひご理解をいただきたいと思います。 

○８番 井上博明議員 なかなか組合として

は、棚沢を白紙にしてほかを検討しようとい

う明確なことは言えないということはわかり

ますけれども、この点は今後、管理者の答弁

がさっきありましたように、早期にというこ

とですので、地元への回答も年内には返さな

ければいけないという流れがあるようですの

で、そういった点を含めてこの点は鋭意努力

をしていただきたいと思います。 

 次に、施設の稼働目標年度ですね。当初の

24年が大幅にずれ込んでくるのかなというふ

うに思うんですけれども、今後、関係自治体

と協議して目標年度の設定をしていきたい、

既存施設の状況などを考慮してということで

すけれども、この点について、組合としてや

はり何年度に稼働するという明確な目標設定

が必要ではないかというふうに思うんですけ

れども、この点についていかがでしょうか。 

○小野澤正已事務局長 新たな目標年度の設

定というお話だと思いますけれども、現時点

では何年度に稼働ということをこの場で申し

上げることは大変困難な状況でございます。

今後、厚木市、愛川町、この既存施設の状

況、あるいは厚木市の候補地に対する対応、

あるいは清川村さんに整備をさせていただき

ます最終処分場整備計画などを含めて全体的

な計画の見直し、こういうものを構成市町村

と協議・検討させていただいて、新たな目標

年度の設定を行っていきたいと、このように

考えております。 

○８番 井上博明議員 そこで、既存施設は

もう本当に修繕しながら回していますから、

愛川町の場合、平成２年でもう耐用年数も過

ぎて、年間相当の財政支出をして修繕をしな

がら稼働しているわけですね。長引けば長引

くほどお金がかかるという状況があるわけで

すね。これは厚木市さんの施設であっても同

様かというふうに思うんですね。 

 施設の状況とかはいろいろあると思うんで

すね。あと候補地の未決定の状況はあるにし

ても、やはり組合としても何年には稼働して

いこうという目標設定をしなければ、候補地

の選定もそれにも合わせて本当に努力する。

そうしないと僕は行かないのではないかとい

うふうに思うんですね。その点について、や

はりきちんと目標設定をしていただきたいと

思いますね。 

 それと、清川村さんは今厚木市さんの施設

に焼却をお世話になっているわけですけれど

も―お世話と言っては悪いですね、必要

な経費は払っているわけですから。愛川町の

場合、仮にこれが途中で使用不能となった場

合に、この対応について、もう組合も設立し

て動いている中で、共同責任という部分、や

っぱり共同して一緒にやっていく。そういう

部分で愛川町の焼却施設が機能不能になった

場合に、組合としてどのような考えを持って

いるのか。 

 やはりいろんなことを想定して臨んでいか

なくてはならないと思うんですけれども、こ

の点については、例えば愛川町の焼却施設が

もう稼働しない場合は、厚木市の金田の施設

で受け入れをしていくのか。そうなると実質

的には金田の施設は清川村も受けているか

ら、今後あの施設を組合がもう引き受けて、

新しい炉ができるまで組合がそれを運営して

いくのかとか、いろいろと今後の方策という

んですか、そういうものについて、やはり組

合の管理者としてきちんとした方針を定め、

いろんな場面に対応できる状況をつくらなけ

ればいけないと思うんですけれども、この点

については何か考えを持っておられるのか。 
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○小野澤正已事務局長 今議員から既存施設

の活用というお話だと思いますけれども、現

在、金田の環境センターにつきましては厚木

市の施設ということで、これについて組合が

こちらからどうのこうのというお話はできな

いというふうに思っております。ですから、

厚木市と愛川町さんのそれぞれの話し合いに

なるのかなと、こういうようなことで考えて

おりますが、また新たな整備目標を立てる中

で、構成市町村との協議の中で、既存施設の

問題も検討していくというふうに考えており

ますので、そういう中でのお話もあるかもし

れません。 

 いずれにしても、組合としては、新たな施

設を建てて、そこで共同処理をするというこ

とが大前提でございますので、既存施設の活

用については、この議会で私ども組合として

はなかなかお答えしづらいと、こういうこと

でございますので、ご理解をお願いしたいと

思います。 

○８番 井上博明議員 職員の派遣について

伺います。 

 当初の覚書も、もうあってないような覚書

かなというふうに思うんですね。事業の進捗

が現段階で順調に進まない中で、この体制の

見直しについては考える必要があると僕は思

うんですね。再度この件についてお答え願い

たいと思います。 

○小野澤正已事務局長 職員の派遣の関係で

ございますが、先ほど管理者の方からご答弁

申し上げましたとおり、平成16年１月に共同

処理に関します経費の負担と派遣職員に関す

る覚書というのを３市町村間で締結をさせて

いただいて、各年度における事務量を想定し

た中で、各市町村からの派遣職員を決めてお

ります。 

 平成19年度は、厚木市から９人、愛川町か

ら３人、清川村から１人の13人で事務事業を

進めるという想定でございましたけれども、

先ほど申し上げましたとおり、かなり事務量

が減ってきている。こういうことがございま

すので、現状維持でお願いをしているという

ことでございます。 

 先ほども申し上げましたけれども、ここで

24年度の稼働目標が無理といいますか、困難

な状況にございますので、新たな目標年度を

立ててまいります。それに伴いまして新たな

整備スケジュール、こういうものもつくって

まいりますので、こういう中で構成市町村と

も、やはり派遣職員の人数等についてよく協

議をさせていただいて、見直すところは見直

していきたいと、このように考えておりま

す。 

○８番 井上博明議員 覚書はもう無理だと

思うんですね。だから実情に即して本当に合

理的な出向に努めてもらいたいと。これは財

政支出がそれぞれあるわけですから、ここは

よろしくお願いをしたいと思います。 

 次は最終処分場の関係で伺っておきたいと

思います。 

 清川村さんは、組合議員さん、また村当局

の皆さん、また地域の住民の方が非常に努力

されて、いち早く、もう予定どおり候補地を

決定して、また組合としても主要な事業の調

査等も行ってきているわけですね。そうした

中で唯一候補地の決定がおくれているという

ことで、大変清川村さんには申しわけないと

いうふうに管理者も思われていると思います

が、この最終処分場の施設整備の今後の計画

について、当分これも凍結状況で推移をする

のかどうするのか、伺っておきたいと思いま

す。 

○小野澤正已事務局長 最終処分場の今後の

計画はどうなのかというお尋ねでございます

けれども、清川村さんに整備をさせていただ

きます処分場につきましては、これまで清川

村さんに大変ご努力をいただきまして、また

候補地周辺住民の方にもご理解とご協力をい

ただきまして、これまでほぼ順調に事務事業

を進めさせていただいております。 

 一方、最終処分場は中間処理施設と両輪と

申しますか、一体的な施設でございますし、

また、地域の皆様の条件の１つとして、最終

処分場に処分をさせていただく焼却残渣、こ

ういうものについては、新たな中間処理施設

から排出される焼却残渣等を処分するという
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ことでご理解をいただいております。 

 そういうこともございますので、今後、中

間処理施設あるいは最終処分場を含めた広域

処理開始の目標年度、これをまた検討してま

いりますので、こういう中で清川村さんのご

意見、あるいは地域の対策委員会のご意見な

どをお聞きいたしまして、今後とも進めさせ

ていただくのか、一時中間処理の状況を見て

進めていくのか、この辺もあわせて検討して

いくことになると、このように考えておりま

す。 

○８番 井上博明議員 そうですね、やはり

説明責任は、組合としてもきちんと清川村さ

んにはしていく必要があると思うんですね。

いずれにしても見直すテンポを速めて、何よ

りもやはり候補地の決定ということですね。 

 これは清川村さんも今そうですけれども、

愛川町もそう、また厚木市さんもそうだと思

うんですけれども、すべてのごみ処理事業に

大きな影響。それは当然財政的な面での大き

なロスもやっぱりあるわけですね。実際組合

議会も立ち上げてきたけれども進展が見られ

ない中で、経費的なものは相当費やしてきて

おります。そういう意味で、今後全体とし

て、これは厚木市さんに、また厚木市さんの

組合議員さんも本当に市と連携をして、一日

も早く候補地を決定していただいて、この事

業が最大限短い期間で施設稼働ができるよう

に一層の努力をお願いして、質問を終わりま

す。 

○太田 洋議長 髙田浩議員。 

○５番 髙田 浩議員 通告のとおり質問を

いたします。 

 最終処分場建設については、案件が順調に

進んでいると聞き及んでおります。このよう

なプロジェクトを進める場合、課題が山のよ

うにあったであろう、あるいは現在もあるこ

とは想像にかたくありません。行政の丁寧な

対応や計画進行によって事が進んでいること

に思いをはせると頭が下がる思いでございま

す。また、地元議員の気苦労も絶えないこと

であろうと思っております。 

 私たちのもう１つの課題でありますごみ中

間処理施設についても、丁寧な計画進行が、

また管理が必要でございます。厚木愛甲環境

施設組合議会において質問できる範囲内で、

私は今回、ごみ処理広域化について、具体的

にはごみ中間処理施設計画について３点お聞

きいたします。 

(1) ごみ処理広域化について 

 ア 施設規模について 

 （ア）ごみの総量に応じて施設規模の見直

しはあるか。 

 イ 附帯施設について 

 （ア）中間処理施設に合わせて附帯施設も

設けるのか。 

 ウ 基本構想について 

 （ア）３市町村の住民へどのように説明す

るか。 

 以上、答弁をよろしくお願いいたします。 

○小林常良管理者 ただいま髙田議員よりご

質問をいただきましたごみ処理広域化につい

て、施設規模について、ごみの量に応じて施

設規模の見直しはあるのかとのお尋ねでござ

いますが、現在、構成市町村におきまして

は、ごみ処理広域化に向けたごみの減量化・

資源化施策の推進により、可燃ごみが平成15

年をピークに減少傾向になっております。今

後、さらに構成市町村のご努力により、ごみ

の減量化、資源化が進むことが期待できます

ことから、ごみ処理広域化基本計画にお示し

しております中間処理施設及び最終処分場の

規模につきまして見直しを検討する必要があ

ると考えております。 

 次に、附帯施設について、中間処理施設に

合わせて附帯施設も設けるのかとのお尋ねで

ございますが、平成15年12月に策定いたしま

したごみ処理広域化基本計画におきまして

は、中間処理施設といたしまして、ごみの焼

却施設及び粗大ごみ処理施設を整備すること

を定めておりますが、附帯施設につきまして

は、今後、施設整備を進める中で構成市町村

と協議をしてまいります。 

 次に、基本構想について、３市町村の住民

へどのように説明するのかとのお尋ねでござ

いますけれども、施設整備基本構想につきま
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しては、今後整備いたします施設の基本的な

内容をお示ししているものでございますの

で、構成市町村の住民には１人でも多くの方

にご理解をいただきたいと考えております。

その周知の方法といたしましては、既に、組

合ホームページでの公開、また組合広報紙で

も紹介をいたしております。 

 さらに、清川村では７月に住民説明会を開

催しておりまして、厚木市、愛川町につきま

しても今後計画的に開催する予定でありま

す。なお、住民説明会の際には、皆様のご意

見をお聞きし、今後策定をいたします施設整

備基本計画に反映していきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○５番 髙田 浩議員 ありがとうございま

す。 

 それでは、ごみの量に応じた施設規模の見

直しの有無について再質問をいたします。 

 私は、かつてごみ減量に成功した東京都日

野市へ調査に出向いたことがあります。日野

市では、ごみ減量により、２つある焼却炉を

片方だけの稼働で間に合うまでに至りまし

た。その原動力の１つは、当時の市長がごみ

減量に熱心であったことであります。実に約

600回も住民説明会を実施したと聞きまし

た。ごみ収集の方法を個別収集に変えたこと

などにより市民の意識も変化して、帰宅後に

はごみとなるレジ袋や、あるいは段ボールを

商品購入時に可能な限りもらわないなどによ

って、ごみの総量が減ったそうであります。 

 今後、組合として、あるいは３市町村とし

て、ごみ総量の具体的な数値目標があってし

かるべきかと思いますが、いかがでしょう

か。 

○小野澤正已事務局長 ごみの目標値、ある

いは施設の見直しということのお話だと思い

ます。ごみの推計、これは24年度の目標年度

が現在困難でございますので、また新しい目

標年度を設定するに当たって、当然ごみの推

計は行っていく予定でございます。 

 当初、平成15年12月に策定いたしましたご

み処理広域化の基本計画、これは３市町村の

総合計画人口をもとに、それぞれのごみの減

量、資源化の目標値を定めさせていただきま

して、可燃ごみが約８万7000トン程度、この

程度になるだろうという予測のもとに325ト

ンという施設規模を設定させていただいてお

ります。 

 その後、実施計画の素案というのをつくっ

ておるんですが、この中でも同じように推計

をさせていただきまして、このときは各市町

村から、し尿残渣の部分を新たな焼却施設で

処分をしてもらいたいというお話がございま

したので、約８万8000トンという推計をいた

しまして、現在は330トンになっているとい

うことでございますけれども、実は３市町村

からいただいております可燃ごみの実績でご

ざいますが、既に15年度をピークに、18年度

では３市町村合計で８万8000トン程度になっ

ています。ということは、もう目標をほぼ達

成しているということなんですね。ですから

今後、さらに構成市町村が可燃ごみの削減を

目指していただければ、規模としてはさらに

小さいものになってくる可能性が強いという

ことが考えられますので、当然新たな目標年

度を立てる中で、ごみの推計、見直しをやっ

ていきたい、あるいは規模の見直しもやって

いきたい、このように考えております。 

○５番 髙田 浩議員 ありがとうございま

す。 

 次に、附帯施設について質問をいたしま

す。 

 附帯施設といいますと、まず思い浮かぶの

はプールがございます。しかし、熱利用の方

法はほかにもあるはずでございます。これま

でプール以外の熱利用について調査したこと

があれば、あるいはご存じのことがあれば、

お聞かせ願いたいと思います。 

○小野澤正已事務局長 附帯施設、余熱利用

施設のことでよろしいかと思いますけれど

も、特別調査は行ったことはございません

が、一般的には温水プール、あるいは入浴施

設、こういうものに利用されているケースが

多いようでございます。 

 ごみ焼却場から出るエネルギーと申します
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か、これは蒸気を電気に変えて電気を供給す

る方法と、蒸気そのままを供給する方法、あ

と温水が出ますので温水を供給する方法、そ

れぞれによって利用の方法があると思いま

す。例えば近隣で申し上げますけれども、相

模原市の県立相模原公園の中に熱帯植物園と

いうか温室がございますけれども、正確には

聞いてございませんけれども、これもすぐそ

ばに相模原市の南清掃工場がございますの

で、そこの温水を使っているというようなお

話も聞いたことがございます。あるいはアイ

ススケート場というものも、これは電気を利

用してやるということでございます。 

 そのほかには、北の方の施設としては、雪

を解かすんですね。融雪施設というんでしょ

うか。道路の融雪だとか、たまった雪を解か

す、こういうものに蒸気ですとか温水ですと

かというものが利用されている。こういうも

のがあります。一般的には、温水プール、あ

るいは入浴施設、さらに電気としては公共施

設への電気の供給、こういうものが多くある

というふうには聞いております。 

○５番 髙田 浩議員 ありがとうございま

す。 

 次に、基本構想についての住民説明会につ

いてお尋ねいたします。 

 中間処理施設用地選定の方法をいわばガラ

ス張りにして市民に理解を求めていく、それ

と同時にどのような施設であるかを理解して

いただくことも大変重要なことであります。

基本計画住民説明会があることを、情熱を持

って市民に知っていただくようにしていただ

きたいと私は思っております。行政の考えを

市民に伝える、反応を得る、取り入れるべき

点があれば取り入れて修正を加える、こうし

た姿勢で臨んでいただきたいと思っておりま

す。 

 お尋ねというよりもいわば要望かもしれま

せんが、住民説明会について、先ほども管理

者から述べられておりましたけれども、あり

とあらゆる方法で告知をする努力をしていた

だきたいのですが、いかがでしょうか。 

○小野澤正已事務局長 基本構想の説明会と

いうお話でございますけれども、先ほど管理

者からご答弁申し上げましたとおり、今後、

厚木市、愛川町さんで計画的に説明会を開催

してまいりたいと思います。 

 ごみ処理広域化につきましては、ごみ処理

広域化の基本構想の当時から、３市町村で説

明会を開催させていただいております。した

がいまして、この基本構想についても説明会

を開催させていただいて、住民の方のご意

見、こういうことも十分聞かせていただい

て、次の計画に反映をしてまいりたいと考え

ておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

○５番 髙田 浩議員 ありがとうございま

す。今後、用地選定でまた足踏み状態が続く

ようなことは、もう時間的には許されない状

況にどんどんなってきておりますので、どう

ぞ熱を持って努力していただければと思いま

す。 

 以上で私の質問を終わります。 

○太田 洋議長 以上で通告がありました一

般質問は終了いたしました。 

 ここで10分間休憩いたします。 

     午前11時00分  休憩 

 

     午前11時10分  開議 

○太田 洋議長 再開いたします。 

 日程７「議案第５号 平成18年度厚木愛甲

環境施設組合会計歳入歳出決算について」を

議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。管理者。 

○小林常良管理者 ただいま議題となりまし

た議案第５号 平成18年度厚木愛甲環境施設

組合会計歳入歳出決算につきまして、提案理

由をご説明申し上げます。 

 本件につきましては、地方自治法第233条

第１項の規定に基づき調製し、同条第２項の

規定により監査委員の審査に付しましたとこ

ろ、別添の審査意見書の提出がありましたの

で、同条第３項の規定により議会の認定をい

ただくため提案するものでございます。 

 平成18年度の厚木愛甲環境施設組合会計の

歳入歳出決算につきましては、歳入決算額が
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１億3382万4051円、歳出決算額が１億1106万

154円で、歳入歳出差引額は2276万3897円と

なりました。 

 歳入では、構成市町村からの分担金及び負

担金が歳入全体の86.5％を占め、次いで繰越

金7.5％などとなっております。 

 また歳出では、派遣職員給与費などの総務

費が歳出全体の76.8％を占め、次いで衛生費

が22.0％、議会費が1.2％となっておりま

す。 

 以上、概要をご説明申し上げましたが、既

に提出いたしております「歳入歳出決算事項

別明細書」及び「決算に係る主要な施策の成

果に関する説明書」のとおり多くの成果を上

げることができたものと考えております。 

 なお、監査委員の審査意見につきまして

は、これを十分に尊重いたしまして、今後と

も効率的かつ正確な財政運営に努めてまいり

たいと考えております。内容につきまして

は、先般、事務局長がご説明をさせていただ

いたとおりでございます。 

 何とぞよろしくご審議を賜りますようお願

い申し上げます。 

○太田 洋議長 質疑に入ります。―別

になければ質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第36

条第３項の規定によって委員会付託を省略す

ることにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって委員会付託

を省略いたします。 

 討論に入ります。―別になければ討論

を終結いたします。 

 採決いたします。日程７「議案第５号 平

成18年度厚木愛甲環境施設組合会計歳入歳出

決算について」は原案のとおり認定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

       （起立全員） 

 起立全員。よって本件は原案のとおり認定

されました。 

 

○太田 洋議長 日程８「議案第６号 平成

19年度厚木愛甲環境施設組合会計補正予算

（第１号）」についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。管理者。 

○小林常良管理者 ただいま議題となりまし

た議案第６号 平成19年度厚木愛甲環境施設

組合会計補正予算（第１号）につきまして、

提案理由をご説明申し上げます。 

 本件につきましては、既定の歳入歳出予算

の総額にそれぞれ207万9000円を増額し、補

正後の総額を１億1341万7000円とするもので

ございます。 

 歳入歳出補正予算の内容でございますが、

歳入につきましては、市町村負担金を減額

し、繰越金を増額するものでございます。 

 歳出につきましては、広域ごみ処理施設整

備に伴い、ごみ処理推計及び施設規模等につ

いて検討を行うため、広域廃棄物処理施設整

備調査事業費を増額するものでございます。 

 何とぞよろしくご審議を賜りますようお願

い申し上げます。 

○太田 洋議長 質疑に入ります。井上議

員。 

○８番 井上博明議員 支出の方で、ごみ処

理の施設整備に伴う資料作成等業務委託事業

なんですけれども、全協でちょっと説明も受

けたんですけれども、もう少しわかりやす

く。これは委託ですけれども、委託先なんか

もあわせて、この作成した資料は具体的にど

ういう活用が図られるのか。 

○小野澤正已事務局長 広域廃棄物処理施設

整備調査事業費の増額の関係でございます

が、平成17年度に厚木市あるいは清川村さん

から中間処理施設並びに最終処分場の候補地

の選定をいただきまして、ご報告をいただき

ました。これに基づきまして、基本計画をも

とに、今年度末までに神奈川県のごみ処理広

域化計画の中で各広域ブロックから実施計画

を策定して出すということが定められており

ますので、17年度に候補地が出そろったとい

うこともございまして、素案として実施計画

を策定させていただいております。このとき

は平成24年度の広域処理開始を目標に策定を

させていただいております。 

 その後、今日のような状況になりまして、
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24年度のいわゆる広域処理開始が困難な状況

にございますので、先ほども申しましたよう

に、新たに目標年度を設定しなければならな

い。あわせてスケジュールも設定していくと

いうことがございます。 

 それと同時に、先ほどの規模の見直しの関

係でございますが、構成市町村のご努力によ

りまして、平成15年度をピークに可燃ごみ量

が約１万5000トン減量されているという実績

がございます。これらを含めまして再度目標

年度を設定するとともに、新たな施設の規模

の見直し、こういうものをやっていく必要が

ございますので、いわゆる17年度につくりま

した実施計画、この中身をすべて見直してい

く。こういうことに活用するために、この委

託をお願いするということで予算をお願いす

るということでございます。 

○８番 井上博明議員 説明はわかりまし

た。この中でちょっと、目標年度と規模の見

直しということで、何か１万5000トンの減量

が図られたと。すごいと思うんですけれど

も、これは関係自治体があるわけですけれど

も、主にどこの自治体が主要な減量化、再資

源化の努力をされたのかな。ちょっとそこだ

け聞いておきたいと思います。 

○小野澤正已事務局長 ごみの減量の問題で

ございますが、平成15年度は３市町村合計で

10万3194トンございました。これは３市町村

からいただいている資料でございますけれど

も、18年度には８万8323トン。３市町村合計

でございます。約14％減量されているという

ことです。 

 特に顕著に減量化されたのはやはり厚木市

でございまして、15年度に８万8844トンあっ

たのが、今は７万4574トン、約16％減量して

いるということでございます。厚木市が一番

ごみ量が多いわけですけれども、その厚木市

が大きく減量化を達成したと、こういうこと

がございますので、３市町村合計の中でもや

はり厚木市が一番多いですから、その減量化

自体が非常に大きく出てくる、こういうこと

だというふうに感じております。 

○太田 洋議長 熊澤議員。 

○９番 熊澤俊治議員 先日の全協は議長の

代理で副議長でしたから、意見を申し上げる

ことは余りできなかったんですけれども、今

細部にわたってお聞きをいたしましたけれど

も、17年度の事業計画に対して事業の見直し

を図らなければいけないので、それに今お話

しのように、１万5000トンの減量も含めて新

たな方向性の中で見直しの資料作成に当たる

ということで、私は今理解をさせていただい

たところであります。 

 そうした中で、まだ中間処理の候補地も不

透明な状況にあるという中で、先日もある議

員からもお話がありましたけれども、規模的

なものも含めて施設がどのようなのかという

ことも考え合わせたときに、今この段階で見

直しの資料を作成することが、私はいいのか

どうなのかというふうに思うんですけれど

も、その辺についての考え方をお伺いさせて

いただきたいというふうに思います。 

○小野澤正已事務局長 今回の見直しにつき

ましては、平成10年３月に神奈川県が策定い

たしましたごみ処理広域化計画というのがご

ざいます。これに基づいて厚木市、愛川町、

清川村は１つのブロックとして広域化を進め

るということになっておりまして、現在まで

進めてきた。こういうことでございまして、

この広域化の実施計画を今年度の３月末まで

に県に提出する義務があるということでござ

いますので、ここでどうしても実態に合った

形での見直しをする必要があるということで

ございますので、ここでもう１度、ごみ処理

の推計、あるいは人口推計をさせていただい

て、将来的にどのくらいの施設を整備してい

くのか、またいつごろ整備をするのか、こう

いうものを見直していくということでござい

ますので、ぜひここでその見直しを行ってい

かなければならないということでございま

す。ご理解をいただきたいと、このように考

えております。 

○太田 洋議長 釘丸議員。 

○２番 釘丸久子議員 同じく清掃総務費の

関係ですが、県に出す報告書、それと新たな

見直しの報告書で委託料がそれぞれどのくら
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いになるのか、お答えをいただきたいと思い

ます。 

 先ほど井上議員のご質問の中で、どこに委

託をするのかということについてのご答弁が

なかったように思いますので、あわせてその

点もご答弁いただきたいと思います。 

○竹下勝久事務局次長 今のご質問でござい

ますが、この委託費、広域化に対しての委託

費の内容でございますが、１件だけでござい

ますので、そのままストレートに出ていると

いう状況がございまして、この金額がすべて

委託料ということでございます。 

 それから委託先につきましては、これから

入札を行いますので、まだ決定はされており

ません。 

 以上でございます。 

○２番 釘丸久子議員 そうしますと、要す

るに今年度末、来年の３月までに県に報告を

しなくてはいけない、その内容と、その後の

実態に合わせての見直しもあわせて県に報告

する義務があるんですか。それともそれは別

なのかどうなのか、そこのところのご説明を

お願いします。 

○小野澤正已事務局長 見直しにつきまして

は実施計画の中の見直しを行うということ

で、その見直しに基づいて今後は広域化計画

を進めていくと、こういう形になります。で

すから別ものではなくて、実施計画でござい

ますから、ここで見直した実施計画に基づい

て今後やっていくということです。その見直

しをするために、その基礎資料となるものを

委託で推計をしていただいたり、あるいは人

口推計をしていただいたり、こういう業務を

委託でお願いするということでございます。 

○２番 釘丸久子議員 最後にさせていただ

きますが、いろいろな市町村でそれぞれご努

力をされて、ごみの減量化が今進められてい

ます。厚木市の実態を見ても、大分先のころ

に分別収集を始めたわけでして、今各市町村

と比べると、厚木市は大変分別の仕方がおく

れていると。そういう状況もある中で、恐ら

く今後そういう見直しがさらに進められると

思うと、見直しを計画したけれども、またま

たそれがぐんぐん市民の努力で、あるいは行

政のそういう対応で改善をされる。そういう

ところがあると思いますが、そこについては

今後いかがお考えでしょうか。 

○小野澤正已事務局長 ３市町村それぞれご

みの減量化、資源化を進めていただいている

わけでございますが、施設整備に向けては今

後幾つかの計画もございます。そういう中で

そのときの実態に合わせて、やはり見直しを

していく必要があるというふうに考えており

ますので、ここでは現時点での推計を行わせ

ていただいて、その後に施設整備の基本計画

であるとか、こういうものもやっていきます

ので、その中でまた新たな推計あるいは見直

しをして、実態に近い規模数に合わせてい

く。こういう形で進めていきたいというふう

に考えております。 

○太田 洋議長 ほかになければ質疑を終結

いたします。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第36

条第３項の規定によって委員会付託を省略す

ることにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって委員会付託

を省略いたします。 

 討論に入ります。―別になければ討論

を終結いたします。 

 採決いたします。日程８「議案第６号 平

成19年度厚木愛甲環境施設組合会計補正予算

（第１号）」は原案のとおり決することに賛

成の議員の起立を求めます。 

       （起立全員） 

 起立全員。よって本件は原案のとおり可決

されました。 

 

○太田 洋議長 日程９「議案第７号 厚木

愛甲環境施設組合情報公開条例及び厚木愛甲

環境施設組合個人情報保護条例の一部を改正

する条例について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。管理者。 

○小林常良管理者 ただいま議題となりまし

た議案第７号 厚木愛甲環境施設組合情報公

開条例及び厚木愛甲環境施設組合個人情報保
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護条例の一部を改正する条例につきまして、

提案理由をご説明申し上げます。 

 本件につきましては、郵政民営化法に基づ

き、平成19年10月１日に日本郵政公社が民営

化されることに伴い、所要の措置を講ずるた

め、関係条例を改正するものでございます。 

 何とぞよろしくご審議を賜りますようお願

い申し上げます。 

○太田 洋議長 質疑に入ります。―別

になければ質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第36

条第３項の規定によって委員会付託を省略す

ることにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって委員会付託

を省略いたします。 

 討論に入ります。―別になければ討論

を終結いたします。 

 採決いたします。日程９「議案第７号 厚

木愛甲環境施設組合情報公開条例及び厚木愛

甲環境施設組合個人情報保護条例の一部を改

正する条例について」は原案のとおり決する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

       （起立全員） 

 起立全員。よって本件は原案のとおり可決

されました。 

 

○太田 洋議長 日程10「議案第８号 監査

委員の選任について」を議題とします。 

 この際、落合圏二議員を除斥いたします。 

     （落合圏二議員退席） 

 提案理由の説明を求めます。管理者。 

○小林常良管理者 ただいま議題となりまし

た議案第８号 監査委員の選任につきまし

て、提案理由をご説明申し上げます。 

 本件につきましては、組合に置かれており

ます監査委員のうち、組合議会議員から選任

いたしておりました髙橋徹也監査委員の組合

議員の任期が終了したことに伴い、後任の委

員として、行政各般にわたり豊富な知識と経

験をお持ちの落合圏二議員を選任いたした

く、地方自治法第196条第１項の規定により

議会の同意を求めるものでございます。 

 何とぞよろしくご審議の上、ご同意賜りま

すようお願い申し上げます。 

○太田 洋議長 質疑に入ります。―別

になければ質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第36

条第３項の規定によって委員会付託を省略す

ることにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって委員会付託

を省略いたします。 

 討論に入ります。―別になければ討論

を終結いたします。 

 採決いたします。日程10「議案第８号 監

査委員の選任について」は同意することに賛

成の議員の起立を求めます。 

       （起立全員） 

 起立全員。よって本件は同意することに決

しました。 

 落合圏二議員の除斥を解きます。 

     （落合圏二議員復席） 

 ただいま監査委員選任の同意がありました

落合圏二議員からあいさつがあります。 

○落合圏二新監査委員 監査委員に任命をし

ていただきました落合でございます。 

 私は今回で２度目の監査委員をやらせてい

ただくわけですが、きょうも理事者の方がお

見えでございますが、組合も全力を投球して

いただいて、職員の方、管理者も、そして

我々も全力を投球して、一日も早くこのごみ

処理が順調にいきますことをまたお願いをい

たしまして、就任のごあいさつにかえさせて

いただきます。よろしくお願いをいたしま

す。 

 

○太田 洋議長 日程11「議員派遣につい

て」を議題とします。 

 お諮りいたします。本件につきましては、

本年11月に議員先進地視察を実施するに当た

り、本組合議会の全議員を派遣することにつ

いて、会議規則第144条の規定により承認を

求めるものであります。 

 お諮りいたします。本件について、派遣す

ることにご異議ありませんか。 
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   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よってそのように

決しました。 

 次に、お諮りいたします。ただいま可決さ

れた議員派遣の内容に今後変更を要するとき

は、その取り扱いを議長にご一任願いたいと

思いますが、ご異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よってそのように

決しました。 

 

○太田 洋議長 ただいま議会運営委員長か

ら、お手元に配付してありますとおり、議会

運営委員会の所掌事項について閉会中の継続

調査の申し出がありました。 

 お諮りいたします。この際、「継続調査の

承認について」を日程に追加し、直ちに議題

とすることにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって、この際、

本件を日程に追加し、直ちに議題とすること

に決しました。 

 

○太田 洋議長 「継続調査の承認につい

て」を議題とします。 

 本件は、議会運営委員長から閉会中の継続

調査の申し出があります。申し出を承認する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

       （起立全員） 

 起立全員。よって本件は申し出を承認する

ことに決しました。 

 

○太田 洋議長 以上で本日の日程は終了い

たしました。 

 これをもちまして平成19年厚木愛甲環境施

設組合議会第２回定例会を閉会いたします。 

               

     午前11時35分  閉会 

 

 上記会議のてんまつを記載し、その相違な

いことを証し、ここに署名する。 

        副議長 熊 澤 俊 治 

        議 長 太 田   洋 

        議 員 越 智 一 久 

         同  井 上 博 明 
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